
 

 
 

（注１） 『マンション管理士賠償責任保険』（※）に加入できるのは、日管連加盟のマンション

管理士会に所属するマンション管理士だけです。 

（注２） 日管連が損害保険会社と共同開発した、『マンション管理適正化診断サービス』（※）

を実施できるのは、所定の診断業務研修プログラムを終了した日管連加盟のマンシ

ョン管理士会に所属するマンション管理士だけです。 

（※）詳しくは、下記の日管連ホームページをご覧ください。 

（注３） 日管連登録マンション管理士の不正行為による管理組合の損害を補償する制度です。 
（注４） マンションみらいネットは、 (公財)マンション管理センターが行うサービスです。 

あなたの自宅又はあなたのマンション管理士事務所が所在する

都道府県マンション管理士会に入会することができます。 

今すぐ最寄りの都道府県マンション管理士会（裏面参照）にお問合せ

ください。 
 
 

    一般社団法人日本マンション管理士会連合会 
〒112-0003東京都文京区春日２－１３－１ 芳文堂ビル４階 

       TEL 03-5801-0843   FAX 03-5801-0844 

Mail info@nikkanren.org  URL https://www.nikkanren.org 

(一社)日本マンション管理士会連合会（日管連）加盟の 

都道府県マンション管理士会が 

 

 

 

日管連加盟マンション管理士会の会員は、以下の特典があります。 

■ 日管連が提供する各種のマンション管理士支援事業 
 マンション管理士検索サービスシステムへの登録 

 業務支援ツールの利用および実務研修会の受講 

 マンション管理士賠償責任保険（注 1）への加入 

 マンション管理適正化診断サービス事業（注 2）の実施 

 管理組合損害補償金給付制度（注３）の利用 

 「マンションみらいネット」（注４）普及促進業務の受託 

 マンション紛争解決センター®によるマンション ADR®業務の実施 

■ 行政施策の推進協力者として行うマンション管理士業務 
 行政主催マンション管理セミナー講師および相談会相談員 

ご入会をお待ちしています！！ 

 

新入会員を募集しています
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